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次のとおり保安規程[電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）]を変更

したので，電気事業法第４２条第２項の規定により届け出ます。 

 

 

 

変更の内容 別紙のとおり 

変更年月日 ２０２２年７月１日 

 

 

以 上 

林 欣吾 



別 紙 

 

変 更 内 容 

 

（１） 保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］について，会社組織変更（２０２

２年７月１日）に伴い，関連する記載を別添１「保安規程［電気事業用電気工作物（原子

力発電工作物）］新旧対照表」の改正後欄のとおり変更する。 

 

以上 

 



 

別添１ 

 

 

 

 

 

保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］新旧対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

保安規程[電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）]新旧対照表 

1/4 

改 正 前 改 正 後 備  考 

 
 

表紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施行日の変更 



 

保安規程[電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）]新旧対照表 
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本文 p.1 

 

 

 

 

 

・改正日，改正回の変更 

 



 

保安規程[電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）]新旧対照表 
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改 正 前 改 正 後 備  考 

  

本文 p.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施行日の変更 



 

保安規程[電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）]新旧対照表 
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改 正 前 改 正 後 備  考 

 
 

本文 p.10 

 

組織変更の反映 

 



 

添付資料 

 

添付資料１：変更理由 



添付資料１ 

 

変更理由 

 

（１） 保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］について，会社組織変更（２０２

２年７月１日）に伴い，関連する記載を見直したことによる。 

 

以上 


